
歯
周
病
と
糖

尿
病
は
相
関
関

係
が
あ
り
、
歯

周
病
を
治
療
す

る
と
糖
尿
病
が

改
善
さ
れ
、
Ｈ

ｂ
Ａ
１
ｃ
お
よ
び
血
糖
値
が
下

が
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私

は
、
歯
周
病
治
療
の
動
機
付
け

と
し
て
、
患
者
さ
ん
に
口
腔
内

細
菌
を
見
せ
る
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
ま
す
▼
今
次
診
療
報
酬

改
定
で
、
位
相
差
顕
微
鏡
に
よ

る
指
導
が
点
数
と
し
て
評
価
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
歯

周
病
治
療
の
動
機
付
け
が
評
価

さ
れ
た
こ
と
は
、
大
変
意
義
深

い
も
の
と
感
じ
て
い
ま
す
▼
位

相
差
顕
微
鏡
は
、
細
菌
と
そ
の

背
景
と
の
屈
折
率
の
差
を
利
用

し
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
高
め
、

目
で
見
え
る
形
で
細
菌
を
観
察

で
き
ま
す
。
こ
の
機
会
に
改
め

て
自
ら
の
プ
ラ
ー
ク
を
位
相
差

顕
微
鏡
で
観
察
し
て
み
る
と
、

ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
な
ど
の
細
菌
が

多
数
視
野
に
入
り
、
剥
離
し
た

細
胞
内
の
顆
粒
が
盛
ん
に
動
く

様
子
が
確
認
で
き
ま
し
た
▼
口

腔
内
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
細
菌

が
存
在
し
て
い
る
と
思
う
と
、

決
し
て
気
持
ち
の
良
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
患
者

さ
ん
が
動
く
細
菌
を
見
る
こ
と

で
口
腔
内
の
衛
生
に
注
意
し
よ

う
と
い
う
意
識
が
高
ま
り
、
歯

周
病
治
療
へ
の
理
解
が
深
ま
る

こ
と
を
期
待
し
ま
す
。（
Ｙ
）

第54回定期総会開催 ご案内第54回定期総会開催 ご案内
　第54回定期総会を以下の日程で開催します。第54回定期総会を以下の日程で開催します。５５月上旬に送付予月上旬に送付予
定の往復はがき「第54回定期総会・記念講演 出欠票」をご返送定の往復はがき「第54回定期総会・記念講演 出欠票」をご返送
ください。なお、今回は協会役員によるシンポジウム「今次診ください。なお、今回は協会役員によるシンポジウム「今次診
療報酬の“？”を“！”に変えるシンポジウム－疑問が納得に変わ療報酬の“？”を“！”に変えるシンポジウム－疑問が納得に変わ
る－」も併せて開催します。る－」も併せて開催します。
　総会は、協会の　総会は、協会の１１年間の活動を会員の先生方に伝え、今後の活年間の活動を会員の先生方に伝え、今後の活
動計画をお示しする大切な機会です。ぜひ、ご出席ください。動計画をお示しする大切な機会です。ぜひ、ご出席ください。
　＜開催日時＞2026年6月14日(日)午後2時30分～ 7時45分　＜開催日時＞2026年6月14日(日)午後2時30分～ 7時45分

総　　　　会　午後2時30分～ 4時15分総　　　　会　午後2時30分～ 4時15分

シンポジウム　午後4時30分～ 6時00分シンポジウム　午後4時30分～ 6時00分

懇　  親 　会　午後6時15分～ 7時45分懇　  親 　会　午後6時15分～ 7時45分

　＜会場＞KKRホテル東京（東京都千代田区大手町1－4－1）　＜会場＞KKRホテル東京（東京都千代田区大手町1－4－1）

　＜アクセス＞東京メトロ東西線「竹橋駅」3b出口直結 徒歩3分　＜アクセス＞東京メトロ東西線「竹橋駅」3b出口直結 徒歩3分

千代田線「大手町駅」C2出口 徒歩7分千代田線「大手町駅」C2出口 徒歩7分

都営地下鉄「神保町駅」A9出口 徒歩7分都営地下鉄「神保町駅」A9出口 徒歩7分

　＜シンポジウム＞　＜シンポジウム＞

　　◆テーマ：「今次診療報酬の“？”を“！”に変えるシンポジウム　　◆テーマ：「今次診療報酬の“？”を“！”に変えるシンポジウム

　　　　　　　   －疑問が納得に変わる－」　　　　　　　   －疑問が納得に変わる－」

　　◆シンポジスト：協会役員　　◆シンポジスト：協会役員

本橋昌宏副会長（左）、濱﨑啓吾理事

診
療
行
為
も
「
保
険
除
外
」
に
？

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
め
ぐ
る
法
改
正

政
府
が
進
め
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似

薬
（
市
販
薬
と
成
分
が
類
似
し

た
処
方
薬
）
の
患
者
自
己
負
担

引
き
上
げ
を
め
ぐ
り
、
現
在
国

会
で
健
康
保
険
法
改
正
案
が
審

議
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
そ
の

法
案
に
、
薬
だ
け
で
な
く
診

察
、
処
置
お
よ
び
在
宅
医
療
な

ど
の
「
診
療
行
為
」
自
体
を
、

保
険
給
付
か
ら
除
外
で
き
る
仕

組
み
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
給
付

除
外
の
対
象
が
診
療
行
為
に
拡

大
さ
れ
る
懸
念
が
現
実
味
を
帯

び
、
医
療
関
係
者
や
患
者
団
体

に
激
震
が
走
っ
て
い
る
。

◆
議
員
が
警
鐘

４
月
23
日
に
緊
急
集
会

こ
の
事
態
を
重
く
見
た
医
師

・
歯
科
医
師
や
難
病
患
者
団
体

は
４
月
23
日
、
国
会
議
事
堂
前

で
緊
急
集
会
を
開
催
し
、
早
坂

美
都
会
長
も
参
加
し
た
。

情
勢
報
告
に
立
っ
た
厚
生
労

働
委
員
会
委
員
で
共
産
党
の
辰

巳
孝
太
郎
衆
議
院
議
員
は
、
国

会
審
議
を
通
じ
て
法
案
に「
薬
」

だ
け
で
な
く
診
察
・
手
術
な
ど

も
保
険
給
付
除
外
に
含
ま
れ
て

い
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た

と
報
告
。「
さ
ま
ざ
ま
な
医
療

行
為
が
、
将
来
的
に
保
険
給
付

か
ら
外
さ
れ
る
布
石
に
な
り
か

ね
な
い
」と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

◆
本
当
に
「
患
者
の
声
」
を　
　

　

聞
い
て
い
る
の
か
？

集
会
で
は
、
難
病
患
者
団
体

か
ら
も
強
い
怒
り
の
声
が
相
次

い
だ
。
難
病
患
者
に
と
っ
て
、

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
を
含
む
適
切
な

処
方
は
日
常
生
活
を
支
え
る

「
命
綱
」
で
あ
る
。
患
者
団
体

の
代
表
は
、
こ
れ
ま
で
実
施
し

て
き
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
署
名
に
よ
る
撤

回
要
請
に
触
れ
、「
行
政
は
本

当
に
患
者
の
声
を
聞
い
て
い
る

の
か
」
と
厳
し
く
批
判
。
薬
以

外
の
診
察
な
ど
に
ま
で
給
付
除

外
が
際
限
な
く
拡
大
す
る
こ
と

へ
強
い
危
機
感
を
示
し
、
制
度

改
革
阻
止
へ
の
徹
底
抗
戦
の
構

え
を
見
せ
た
。

（１） 第６７４号 ２０２６年（令和８年）５月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （昭和55年８月５日第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918
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〒169-0075
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新点数説明会に１,３００名超
多岐にわたる変更点を解説

協
会
は
４
月
10
日
、
２
０
２

６
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
伴
う

第
１
回
新
点
数
説
明
会
を
文
京

シ
ビ
ッ
ク
大
ホ
ー
ル
で
開
催

し
、
会
員
や
ス
タ
ッ
フ
ほ
か
１

千
358
名
が
参
加
し
た
。
大
勢
の

会
員
や
ス
タ
ッ
フ
が
一
堂
に
会

し
、
２
階
席
ま
で
埋
ま
る
中
、

参
加
者
は
熱
心
に
メ
モ
を
取

り
、
質
問
は
多
数
に
及
ぶ
な

ど
、
活
気
の
あ
る
説
明
会
と
な

っ
た
。

冒
頭
、
早
坂
美
都
会
長
が
挨

拶
に
立
ち
、
今
次
改
定
に
つ
い

て
「
協
会
が
求
め
て
い
た
項
目

や
現
場
か
ら
の
意
見
が
反
映
さ

れ
た
改
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
評

価
で
き
る
。
し
か
し
、
診
療
報

酬
の
本
体
は
３
・
09
％
の
引
き

上
げ
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の

多
く
は
賃
上
げ
分
な
ど
使
途
が

限
定
さ
れ
て
い
る
。
歯
科
医
療

の
充
実
に
つ
な
が
る
技
術
料
に

相
当
し
た
引
き
上
げ
分
は
、
わ

ず
か
０
・
31
％
に
と
ど
ま
っ

た
。
説
明
会
を
通
し
て
日
本
の

医
療
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向

か
っ
て
い
く
の
か
、
国
は
歯
科

に
対
し
て
何
を
求
め
て
い
る
の

か
、
先
生
方
と
共
に
考
え
て
い

き
た
い
」
と
訴
え
た
。

ま
た
、
政
府
が
77
成
分
・
約

１
千
100
品
目
の
薬
剤
に
つ
い

て
、
特
別
の
料
金
（
薬
剤
費
の

25
％
）
と
し
て
患
者
に
追
加
負

担
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
は
反

対
の
意
思
を
表
明
し
、「
ス
ト
ッ

プ
！
患
者
負
担
増
請
願
署
名
」

へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
た
。

続
い
て
、
講
師
の
本
橋
昌
宏

第１回
新点数説明会

副
会
長
（
社
保
・
学
術
部
長
）

が
基
本
診
療
料
か
ら
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
、
濱
﨑
啓
吾

理
事（
社
保
・
学
術
部
）が
処
置

か
ら
有
床
義
歯
、
施
設
基
準
ま

で
、冊
子
「
２
０
２
６
年
改
定

の
要
点
と
解
説
」
を
基
に
、
今

次
改
定
の
詳
細
を
解
説
し
た
。

そ
の
後
に
は
参
加
者
と
の
質

疑
応
答
が
行
わ
れ
、
新
設
さ
れ

た
口
腔
機
能
実
地
指
導
料
（
口

指
導
）
や
算
定
単
位
と
要
件
が

変
更
さ
れ
た
新
製
有
床
義
歯
管

理
料
（
義
管
）、
再
編
さ
れ
た

歯
科
口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
料
１
（
歯
リ
ハ
１
）、
歯
周

病
継
続
支
援
治
療
（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
）

の
ほ
か
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
、
歯
科
技
工
所
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
支
援
料
に
関
す
る
質
問
が
相

次
い
だ
。

終
了
後
、
参
加
者
か
ら
は
、

「
新
点
数
説
明
会
に
は
毎
回
参

加
し
て
い
る
。
分
か
り
や
す
く

て
感
謝
し
て
い
る
」「
次
回
の

説
明
会
も
期
待
し
て
い
る
」
な

ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

新
点
数
説
明
会
は
本
説
明
会

を
含
め
、
計
３
回
開
催
す
る
。

５
月
21
日
の
第
２
回
新
点
数
説

明
会
は
疑
義
解
釈
や
記
載
要
領

な
ど
を
含
め
６
月
か
ら
の
保
険

請
求
時
の
留
意
点
を
テ
ー
マ
と

し
、
５
月
27
日
の
第
３
回
新
点

数
説
明
会
は
在
宅
歯
科
医
療
に

関
す
る
内
容
を
中
心
に
改
定
の

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。

説
明
会
の
模
様
は
、
デ
ン
タ

ル
ブ
ッ
ク
内
で
オ
ン
デ
マ
ン
ド

配
信
を
行
う
。
第
１
回
は
す
で

に
配
信
を
開
始
し
て
お
り
、
第

２
・
３
回
は
６
月
上
旬
ま
で
に

配
信
を
予
定
し
て
い
る
た

め
、
改
定
内
容
の
理
解
を
深

め
、
算
定
漏
れ
が
な
い
よ
う
ご

活
用
い
た
だ
き
た
い
。第第１１回新点数説明会の模様は回新点数説明会の模様は

デンタルブックで配信中!!デンタルブックで配信中!!

第第２２回＜保険請求時の留意点＞＠なかのZERO大ホ回＜保険請求時の留意点＞＠なかのZERO大ホールール

５５月月2121日（木）日（木）午後６時午後６時3030分～分～午後９時午後９時0000分分

第第３３回＜在宅医療＞＠なかのZERO大ホ回＜在宅医療＞＠なかのZERO大ホールール

５５月月2727日（水）日（水）午後６時午後６時3030分～分～午後９時午後９時0000分分

新点数説明会新点数説明会２０２６２０２６年度年度
診療報酬改定診療報酬改定

参加方法など
詳細はこちら

▶

＜重要＞第2回新点数説明会の同日午後2時から
「第1回口腔機能実地指導料のための講習
会」を開催します（詳細＝5面）。
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３
月
５
日
、
２
０
２
６
年

度
診
療
報
酬
改
定
の
告
示
・
通

知
が
示
さ
れ
た
。
今
回
の
診
療

報
酬
改
定
は
、
医
科
歯
科
連
携

の
推
進
や
入
院
患
者
に
対
す
る

口
腔
管
理
の
評
価
な
ど
、
口
腔

管
理
の
重
要
性
が
よ
り
明
確
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
歯
科
医
療
が

全
身
の
健
康
の
維
持
や
生
活
の

質
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
い
う

社
保
・
学
術
部
長
談
話観

点
も
示
さ
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｔ
と

Ｐ
重
防
が
歯
周
病
継
続
支
援
治

療
と
し
て
統
合
さ
れ
、
小
児
口

腔
機
能
管
理
料
お
よ
び
口
腔
機

能
管
理
料
の
引
き
上
げ
や
検
査

の
算
定
に
必
要
な
施
設
基
準
が

撤
廃
さ
れ
る
な
ど
口
腔
機
能
管

理
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。
歯
科

衛
生
士
に
よ
る
口
腔
機
能
実
地

指
導
料
が
独
立
し
た
こ
と
も
評

価
で
き
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら

に
適
用
条
件
が
難
解
で
あ
っ
た

Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
冠
お
よ
び
Ｃ

Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
イ
ン
レ
ー
の
要

件
廃
止
、
Ｔ
ｅ
Ｃ
の
臼
歯
部
ま

で
の
拡
大
、
麻
酔
薬
剤
料
の
算

定
対
象
の
拡
大
、
画
像
診
断
の

診
断
料
・
撮
影
料
の
定
義
の
変

更
、
チ
タ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
新
設

に
よ
る
歯
科
用
金
属
ア
レ
ル
ギ

ー
患
者
へ
の
対
象
拡
大
な
ど
が

行
わ
れ
た
。
協
会
が
改
善
を
要

望
し
て
い
た
不
合
理
な
項
目
が

是
正
さ
れ
、
臨
床
現
場
に
お
い

て
使
い
や
す
さ
を
意
識
し
た
改

定
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
し
か
し
、
変
更
点
は
多
岐

に
わ
た
る
た
め
、
全
体
を
理
解

す
る
に
は
一
定
の
時
間
を
要
す

る
内
容
で
あ
る
。

一
方
、
歯
科
疾
患
管
理
料

は
初
診
時
の
減
算
こ
そ
廃
止
さ

れ
た
が
、
点
数
自
体
が
引
き
下

げ
ら
れ
た
た
め
、
長
期
の
管
理

で
は
マ
イ
ナ
ス
が
積
み
重
な

る
。
新
製
有
床
義
歯
管
理
料
も

算
定
単
位
が
変
更
さ
れ
、
歯
科

口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
１

と
の
併
算
定
が
可
能
に
な
っ
た

も
の
の
、
こ
ち
ら
も
点
数
が
下

が
り
、
長
期
管
理
で
は
同
様
に

マ
イ
ナ
ス
が
生
じ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｔ

お
よ
び
Ｐ
重
防
に
つ
い
て

は
、
20
歯
未
満
の
場
合
に
減
算

と
な
る
。
長
期
的
に
口
腔
管
理

を
行
う
評
価
が
マ
イ
ナ
ス
と
な

っ
た
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。

今
次
改
定
で
は
、
歯
科
診

療
報
酬
の
財
源
の
大
部
分
が
物

価
・
賃
上
げ
対
応
に
振
り
分
け

ら
れ
た
。
改
定
率
の
半
分
以
上

を
占
め
る
賃
上
げ
対
応
は
、
歯

科
外
来
・
在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

評
価
料
の
対
象
者
を
広
げ
、
大

幅
な
点
数
配
分
と
継
続
し
て
賃

上
げ
し
て
い
る
医
療
機
関
へ
の

さ
ら
な
る
増
点
措
置
が
取
ら
れ

た
。
賃
上
げ
対
策
を
行
う
医
療

機
関
を
評
価
す
る
こ
と
は
理
解

で
き
る
が
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
は
、
医
療
行
為
の
評
価
と

は
関
係
な
く
、
使
途
が
賃
上
げ

対
応
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
一
番
の
問
題
点
で
あ
り
、
基

本
診
療
料
を
は
じ
め
と
し
た
歯

科
診
療
報
酬
本
体
の
点
数
を
引

き
上
げ
、
歯
科
医
院
経
営
を
改

善
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

物
価
高
騰
へ
の
対
応
と
し

て
歯
科
外
来
物
価
対
応
料
が
新

設
さ
れ
た
が
、
初
診
時
３
点
、

再
診
時
等
１
点
に
と
ど
ま

り
、
物
価
高
騰
へ
の
対
応
に
は

不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。ま

た
、
歯
科
技
工
士
の
確

保
お
よ
び
処
遇
改
善
を
目
的
と

し
て
歯
科
技
工
所
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
支
援
料
が
新
設
さ
れ
た

が
、
１
装
置
に
つ
き
わ
ず
か
15

点
で
あ
り
、
歯
科
技
工
士
の
確

保
お
よ
び
処
遇
改
善
の
目
的
を

果
た
せ
る
と
は
考
え
に
く

い
。
歯
科
技
工
士
不
足
は
長
年

に
わ
た
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
構

造
的
問
題
も
あ
り
、
歯
科
技
工

士
の
養
成
、
労
働
環
境
の
改

善
、
適
正
な
技
工
評
価
な
ど
、

総
合
的
な
対
策
が
必
要
で
あ

る
。現

在
、
歯
科
医
院
の
経
営

環
境
は
、
医
療
材
料
費
、
光
熱

費
、
人
件
費
な
ど
の
急
激
な
高

騰
に
よ
り
極
め
て
厳
し
い
状
況

に
置
か
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
の
設
備
や
機
器
の
改
修
な

ど
も
今
後
の
負
担
と
な
る
。
今

次
改
定
で
は
、
一
定
の
物
価
対

応
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の

の
、
歯
科
分
野
へ
の
配
分
は
極

め
て
限
定
的
で
あ
り
、
歯
科
医

療
機
関
が
直
面
す
る
コ
ス
ト
増

加
を
十
分
に
補
填
す
る
水
準
と

は
言
え
な
い
。

歯
科
医
療
費
は
医
療
費
全

体
の
中
で
も
低
い
水
準
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
歯
科
医
療
提
供

体
制
の
維
持
の
た
め
に
は
診
療

報
酬
本
体
の
さ
ら
な
る
引
き
上

げ
が
不
可
欠
で
あ
る
。
保
険
で

よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
国
民
に

提
供
で
き
る
よ
う
、
協
会
は
引

き
続
き
、
診
療
報
酬
改
定
に
よ

る
算
定
要
件
の
緩
和
、
不
合
理

是
正
を
求
め
て
い
く
と
と
も

に
、
医
療
界
の
一
致
し
た
要
求

で
あ
る
歯
科
診
療
報
酬
10
％
以

上
の
引
き
上
げ
を
求
め
て
い

く
。  

２
０
２
６
年
４
月
10
日

  

東
京
歯
科
保
険
医
協
会

  

社
保
・
学
術
部
長

　
　
　

         

本
橋  

昌
宏

「
歯
科
医
療
提
供
体
制
を
維
持
す
る
た
め
、

       

診
療
報
酬
本
体
の
抜
本
的
引
き
上
げ
を
」
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発
送
は
６
月
末
頃

２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬
改
定
は
、
６

月
施
行
で
す
。
「
歯
科
保
険
診
療
の
研
究

（
２
０
２
６
年
６
月
版
）
」
は
、
６
月
末
頃

に
会
員
の
先
生
方
に
無
料
で
１
冊
お
送
り
し

ま
す
。
お
手
元
に
届
く
ま
で
、
し
ば
ら
く
お

待
ち
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ま
で
は
現
在
お
手
元

に
あ
る
「
２
０
２
６
年
改
定
の
要
点
と
解

説
」（
紫
色
の
表
紙
）を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

２０２６年６月版
「歯科保険診療の研究」

※
表
紙
イ
メ
ー
ジ

第１回新点数説明会（４月10日）に合わせて、書籍
「２０２６年改定の要点と解説」（発行：全国保険医団体
連合会）を全会員に送付しました。６月から施行される
診療報酬の改定部分のみをわかりやすく解説していま
す。発行後に通知の訂正などにより、本書内容の訂正箇
所を「追補版」として公開し、随時更新しています。
ぜひ、左のＱＲから保団連ホームページにアクセスい
ただき、本書の「追補版」を適時チェックしてください。

「２０２６年改定の要点と解説」
正誤表 随時更新中正誤表 随時更新中

確認してご利用ください確認してご利用ください

第
３
回
新
点
数
説
明
会
で

協
会
は
、
訪
問
日
時
変
更

に
係
る
手
続
き
が
煩
雑
と
な
っ

て
い
た
駐
車
許
可
証
の
申
請
手

続
き
に
つ
い
て
、
２
０
２
５
年

12
月
24
日
に
立
憲
民
主
党
の
小

西
洋
之
参
議
院
議
員
を
通
じ
て

警
察
庁
に
運
用
見
直
し
の
検
討

を
依
頼
。
そ
の
後
も
警
視
庁
の

担
当
者
を
交
え
、
複
数
回
に
わ

た
り
課
題
解
決
に
向
け
た
意
見

交
換
を
重
ね
て
き
た
。

こ
の
ほ
ど
、
在
宅
療
養
に

従
事
す
る
事
業
者
の
駐
車
需
要

に
対
応
す
る
た
め
、
26
年
４
月

１
日
か
ら
「
在
宅
療
養
特
例
一

括
許
可
」
が
新
設
さ
れ
、
在
宅

医
療
に
加
え
て
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
運
用

へ
見
直
さ
れ
た
。

今
回
の
変
更
で
は
、
反
復

す
る
用
務
日
（
訪
問
す
る
曜
日

等
）
の
記
載
が
省
略
さ
れ
、
患

者
の
都
合
な
ど
に
よ
り
、
訪
問

日
時
な
ど
が
変
更
と
な
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
変
更
届
を
提
出

す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。

駐
停
車
禁
止
場
所
へ
の
駐
車

は
こ
れ
ま
で
通
り
認
め
ら
れ
て

い
な
い
が
、
登
録
し
た
訪
問
先

か
ら
100
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
れ

ば
、
状
況
に
応
じ
て
自
ら
駐
車

場
所
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
緊

急
訪
問
を
行
う
可
能
性
が
あ
る

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ

と
で
、
緊
急
訪
問
時
に
限
り
24

時
間
365
日
の
駐
車
対
応
が
可
能

と
な
っ
た
（
た
だ
し
、「
在
宅
療

養
特
例
一
括
許
可
」
の
訪
問
先

と
し
て
申
請
し
て
い
る
場
所
の

み
が
対
象
）。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
申
請
に
も
対
応
し
て
い

る
。さ

ら
に
個
人
情
報
保
護
の

観
点
か
ら
、
訪
問
先
の
部
屋
番

号
な
ど
詳
細
な
記
載
は
省
略
で

き
、
車
内
の
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド

へ
の
掲
示
の
際
に
は
付
箋
な
ど

で
他
の
訪
問
先
住
所
を
隠
す
こ

と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
な

お
、
車
両
登
録
台
数
に
つ
い
て

は
従
来
通
り
制
限
は
な
い
。　

警
視
庁
は
、「
交
通
の
安
全

と
円
滑
」
と
「
駐
車
許
可
手
続

の
利
便
性
」
の
両
立
を
基
本
方

針
と
し
て
い
る
。
５
月
27
日
に

開
催
さ
れ
る
在
宅
医
療
に
特
化

し
た
第
３
回
点
数
説
明
会
で
は

警
視
庁
担
当
者
に
よ
る
説
明
を

予
定
し
て
い
る
た
め
、
ぜ
ひ
ご

参
加
い
た
だ
き
た
い
。
駐
車
許

可
の
運
用
に
つ
い
て
の
詳
細
は

警
視
庁
お
よ
び
協
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
公
開
（
左
Ｑ
Ｒ
）
し
て

い
る
。

  

Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
国
会
審
議
を
注
視

  

歯
科
に
も
深
く
静
か
に
影
響

　
　  

　
　

署
名
へ
の
ご
協
力
を

現
在
、
医
療
費
抑
制
を
目

的
と
し
た
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬

（
市
販
薬
と
成
分
が
類
似
す
る

処
方
薬
）」
に
特
別
な
料
金
を

設
定
し
、
自
己
負
担
を
引
き
上

げ
る
議
論
が
進
ん
で
い
る
。
政

府
は
配
慮
措
置
を
検
討
す
る
と

し
て
は
い
る
が
、
こ
の
計
画
が

実
行
さ
れ
れ
ば
、
歯
科
医
療
を

含
む
保
険
診
療
の
根
幹
を
揺
る

が
す
深
刻
な
事
態
を
招
き
か
ね

な
い
。

◆
術
後
管
理
へ
の
支
障
と

　
重
症
化
の
懸
念

歯
科
診
療
に
お
い
て
、
鎮

痛
剤
の
処
方
は
日
常
的
か
つ
不

可
欠
な
も
の
だ
。
今
回
対
象
と

な
っ
て
い
る
ロ
キ
ソ
ニ
ン
な
ど

の
鎮
痛
剤
の
窓
口
負
担
が
増
加

す
れ
ば
、
患
者
が
「
市
販
薬
の

み
で
済
ま
せ
る
」「
投
薬
を
断

る
」
と
い
っ
た
判
断
の
要
因
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
歯
科
医

師
に
よ
る
術
後
管
理
の
徹
底
を

妨
げ
、
結
果
と
し
て
炎
症
の
悪

化
や
重
症
化
を
招
く
リ
ス
ク
を

高
め
る
。
ま
た
、
口
内
炎
や
口

唇
ヘ
ル
ペ
ス
治
療
に
用
い
る
軟

膏
も
対
象
に
含
ま
れ
て
お
り
、

セ
ル
フ
ケ
ア
だ
け
で
は
対
応
困

難
な
疾
病
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て

通
院
す
る
機
会
が
奪
わ
れ
る
こ

と
に
も
な
る
。

◆
「
混
合
診
療
」
の
常
態
化
と

追加注文

警視庁
ホームページ

協会
ホームページ

警察庁担当者と懇談する(右から)早坂会
長、池川地域医療部長。手前は小西議員

現
場
の
混
乱

今
回
の
案
は
、
先
発
・
後

発
品
を
問
わ
ず
、
保
険
診
療
の

中
に
新
た
な
自
費
負
担
を
強
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
医
療

現
場
に
不
要
な
説
明
の
負
担
を

強
い
る
だ
け
で
な
く
、
患
者
と

の
信
頼
関
係
に
も
影
を
落
と

す
。
今
は
一
部
の
薬
剤
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
今
後
「
医
療

費
抑
制
」
の
名
の
下
に
、
対
象

薬
剤
が
無
制
限
に
拡
大
さ
れ
て

い
く
可
能
性
が
あ
る
。

◆
国
民
皆
保
険
制
度
を

　
守
る
た
め
に

患
者
が
必
要
な
薬
剤
を
最

適
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
受
け
取
れ

る
こ
と
は
、
国
民
皆
保
険
制
度

で
保
障
さ
れ
る
べ
き
正
当
な
国

民
の
権
利
で
あ
る
。
経
済
的
な

ハ
ー
ド
ル
に
よ
っ
て
適
切
な
投

薬
が
行
わ
れ
ず
、
重
症
化
に
よ

る
さ
ら
な
る
医
療
費
の
増
大
を

招
い
て
は
、本
末
転
倒
だ
ろ
う
。

協
会
は
、
全
国
の
保
険
医

協
会
と
共
に
、
こ
の
負
担
増
の

中
止
を
求
め
る
署
名
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
患
者
の
安
全
と
適

切
な
医
療
を
守
る
た
め
、
ぜ
ひ

ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
。

【
請
願
署
名
の
概
要
】

▼
要
望
内
容
：
ロ
キ
ソ
ニ
ン
、

ア
レ
グ
ラ
を
含
む
77
成
分
（
約

１
千
100
品
目
）
の
追
加
負
担
中

止▼
署
名
用
紙
：
５
月
上
旬
着
の

『
月
刊
保
団
連
５
月
号
』
に
同

封
し
ま
す
（
追
加
の
用
紙
を
ご

希
望
の
方
は
、
Ｑ
Ｒ
よ
り
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
）。

▼
締
切
期
日
：
５
月
25
日
㈪

協
会
必
着

 
 

駐
車
許
可
証

４
月
か
ら
運
用
変
更
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保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

　厚生労働省から６月１日施行の２０２６年度診療報酬改定に関する疑義解釈
（「その１」から「その４」まで）が通知された。今回は、協会に寄せられてい
る質問の中で、特に相談の多い内容に関する疑義解釈を一部抜粋して紹介する。

【初診料の注【初診料の注１１の施設基準（歯初診）】の施設基準（歯初診）】

（問）初診料の注１の施設基準に規定する、新興感染
症に対する対策の研修について、「（抗菌薬の適正使
用を含む。）」が追加されたが、どのような内容の研
修が該当するのか。

（答）抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微
生物薬適正使用の手引き第四版 歯科編」（厚生労働
省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・医政
局歯科保健課）を参考にすること。なお、２０２６年
５月31日までに受講する研修については、当該内容
が含まれていなくてもよいが、２０２６年６月１日以
降に受講する研修には、本内容が含まれている必要
がある。

研修に追加された「抗菌薬の適正使用」につい
ては、２０２６年５月31日までの受講分は当該内容
を含まなくてもよいが、２０２６年６月１日以降に
受講する研修では必ず含める必要がある。

【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】

（問）２０２６年５月31日において現に医療ＤＸ推進体
制整備加算および診療録管理体制加算の施設基準を
届け出ている保険医療機関が、同年６月１日以降に
電子的歯科診療情報連携体制整備加算および電子的
診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改め
て届出を行う必要があるか。

（答）改めて届出を行う必要がある。

２０２６年５月31日時点で医療ＤＸ推進体制整備
加算などの施設基準を届け出ている場合であって
も、２０２６年６月１日以降に電子的歯科診療情報
連携体制整備加算などを算定する際には、改めて
施設基準の届出を行う必要がある。

【歯科疾患管理料】【歯科疾患管理料】

（問）歯科疾患管理料について、２０２６年度診療報酬
改定において、有床義歯に係る治療のみを行う患者
に対しても算定可能とされたが、傷病名がＭＴや義
歯不適合（義歯フテキ）などの有床義歯に係る病名
のみの場合も算定可能か。

（答）算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の
送付について（その７)」（２００９年１月28日事務連
絡）別添の問２は廃止する。

傷病名がＭＴや義歯不適合など有床義歯に係る
治療のみを行う患者についても、歯科疾患管理料
の算定が可能となった。

（問）口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口
腔機能発達不全症および口腔機能低下症の概要、検
査法、訓練法および実地指導方法など（入院患者や
在宅・施設療養患者への対応を含むものであるこ
と。）に係る研修」は、口腔機能発達不全および口腔
機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も
該当するか。

（答）該当する。なお、届出に当たっては、「特掲診療
料の施設基準などおよびその届出に関する手続きの
取扱いについて」（２０２６年３月５日保医発0305第
８号）別添２の様式17の４に受講したそれぞれの研修
を記載すること。

口腔機能発達不全症と口腔機能低下症について
別々の研修を受講した場合でも要件を満たす。届
出時には、それぞれ受講した研修内容を様式に記
載する必要がある。

【口腔機能実地指導料②（研修分割受講）】【口腔機能実地指導料②（研修分割受講）】

（問）訪問歯科衛生指導料を算定した日に、口腔機能
実地指導料を算定できるか。

（答）口腔機能実地指導料に係る指導を実施した場合
は、算定可能。

【口腔機能実地指導料③（併算定）】【口腔機能実地指導料③（併算定）】
訪問歯科衛生指導料を算定した日であっても、
口腔機能実地指導を実施していれば、同日に口腔
機能実地指導料の算定は可能である。

【歯周病患者画像活用指導料】【歯周病患者画像活用指導料】

（問）歯周病患者画像活用指導料について、「注１」お
よび「注２」に「区分番号Ｄ００２に掲げる歯周病検
査を実施する場合において」とあるが、歯周病検査
の実施日以降に行う必要があるのか。

（答）そのとおり。
　　なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について
（その５）」（２０１８年７月10日事務連絡）別添２の
問８は廃止する。

本指導料は、歯周病検査を実施した後に行う必
要があり、検査実施日以降に算定する。

【画像診断①】【画像診断①】

 （問）画像診断の「通則２」および「通則３」の規定に
より、所定点数の100分の50に相当する点数を算定す
る場合について、例えば、以下の場合における、同
日に撮影した２枚目の診断料と撮影料の取扱い如何。
① 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮
影により１枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行う
ために同様の撮影で偏心撮影により１枚撮影した場合
② 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮
影により１枚撮影した後、根管形態の確認などを行
うために歯科用３次元エックス線断層撮影により１
枚撮影した場合
③ 根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮
影により１枚撮影した後、根管充填を行い、状態の
確認のために同様の撮影により１枚撮影した場合
④ 歯周病およびう蝕を診断するために歯科パノラマ
断層撮影により１枚撮影した後、当該撮影において
診断が困難なう蝕の確定診断を行うために歯科用エ
ックス線撮影により１枚撮影した場合
⑤ 両側大臼歯の抜歯のために歯科パノラマ断層撮影
により１枚撮影した後、抜歯窩の確認のために、再
度、同様の撮影により１枚撮影した場合

（答）それぞれ以下のとおりである。
① 診断料および撮影料は所定点数の100分の50に相
当する点数により算定する。
②～⑤ 診断料および撮影料は所定点数により算定す
る。

　　なお、③の場合において、同一歯に対して根管治
療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯
科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の
試適のための歯科エックス線撮影を、根管充填と同
日に行う場合も所定点数により算定する。

同日に複数撮影した場合、同種撮影の追加（例
：偏心撮影）は２枚目以降が100分の50の算定とな
る。一方、異なる目的や方法（ＣＴ撮影、術後確
認、別部位診断など）の場合は所定点数で算定可
能。根管治療中の確認撮影も所定点数となる。

【歯科口腔リハビリテーション料【歯科口腔リハビリテーション料１１】】

（問）病名がＭＴのみの患者に対して、「Ｂ０１３」新
製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能
の回復または維持を目的とした新製有床義歯の調整
または機能的指導を行った場合は「Ｈ００１－２」歯
科口腔リハビリテーション料１の「１ 有床義歯の場
合」は算定可能か。

（答）算定可能。

病名がＭＴのみの患者でも、新製有床義歯管理
料を算定した同月に、義歯の調整や機能的指導を
行い口腔機能の回復・維持を目的とする場合は、
歯科口腔リハビリテーション料１（有床義歯）の
算定が可能となった。

【口腔機能実地指導料①（経過措置届出）】【口腔機能実地指導料①（経過措置届出）】
２０２７年５月診療分までの届出では、研修受講
歴の代わりに「２０２７年５月までに受講予定」と
記載すればよい。ただし２０２７年６月以降も算定
する場合は受講実績を記載し再届出が必要。未受講
や受講を中断する場合は速やかに辞退届を提出す
る。

（問）口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診
療料施設基準通知別添１の第13の４の２の（１）にお
いて、「２０２７年５月31日までの間、１の（１）に該
当するものとみなす。」とされているが、「口腔機能
発達不全症および口腔機能低下症の概要、検査法、
訓練法および実地指導方法など（入院患者や在宅・
施設療養患者への対応を含むものであること。）に係
る研修」に関する届出について、どのように考えれ
ばよいか。

（答）２０２７年５月診療分までに関する施設基準の届
出に限っては、「口腔機能実地指導料の施設基準に係
る届出書添付書類」（様式17の４）に受講歴を記載す
る代わりに、口腔機能発達不全症および口腔機能低
下症の実地指導に係る研修を２０２７年５月までに受
講予定である旨を記載すればよい。ただし、２０２７
年６月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該
研修の受講歴を記載した上、再度、施設基準に係る
届出を行う必要がある。

　　なお、受講の申込みをしていたが受講が認められ
なかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく
届出を辞退すること。

【画像診断②】【画像診断②】

（問）顎関節疾患を診断するために歯科パノラマ断層
撮影を１枚撮影した後、開閉口時の顎関節の状態な
ど、歯科パノラマ断層撮影では当該疾患の診断が困
難であったことから、同日に顎関節に対して選択的
なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、咬頭
嵌合位、最大開口位、安静位などの異なった下顎位
で一連の分割撮影を行った場合、２枚目の診断料と
撮影料はどのように算定すればよいか。

（答）診断料と撮影料は所定点数により算定する。

パノラマ断層撮影後、同日に分割撮影を行った
場合、２枚目以降も診断料と撮影料は所定点数で
算定可能。

【画像診断③】【画像診断③】

（問）第４部画像診断「通則５」の電子画像管理加算
について、「通則２」および「通則３」に係る「同一
の部位」、「同時」の取扱いを踏まえて、「同一の部
位」または「同時」に該当しない場合は、それぞれ
算定してよいか。

（答）算定可能。

電子画像管理加算も「同一の部位」または「同
時」に該当しない場合は、それぞれ算定可能とな
った。

【有床義歯】【有床義歯】

（問）鋳鉤、線鉤、コンビネーション鉤および大連結
子について、歯科用貴金属を使用する特段の理由が
ある場合は、使用した理由を診療録に記載すること
とされているが、どのような理由が該当するのか。

（答）例えば、鉤歯の状態により、歯科用貴金属でな
ければ鉤の破折が起こり得るなどの歯科医学的な理
由が該当する。

歯科用貴金属を使用する特段の理由として、鉤
歯の状態により、歯科用貴金属でなければ鉤の破
折が起こり得るなどの歯科医学的な理由が該当す
ると示された。

【歯科技工所ベースアップ支援料①】【歯科技工所ベースアップ支援料①】

（問）「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通
知（３）において、「本区分はＭ００５に掲げる装着
またはＮ００８に掲げる装着の算定日に算定する」と
されているが、患者が理由なく来院しなくなった場
合、患者の意思により治療を中止した場合または患
者が死亡した場合であって、補綴物などの製作など
がすでに行われているにもかかわらず、装着できな
い場合は、当該支援料は算定できるのか。

（答）未来院請求時に算定して差し支えない。

未来院になった患者についても未来院請求時に
歯科技工所ベースアップ支援料の算定が可能。

【歯科技工所ベースアップ支援料②】【歯科技工所ベースアップ支援料②】

（問）「歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準にお
いて、「当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増
額に充てること。」とあるが、製作技工に要する費用
の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用
としてまとめて支払いを行ってよいか。

（答）まとめて支払うことで差し支えない。ただし、
当該支援料が含まれることが分かる請求書などを、
算定に係る書類として保存すること。

製作技工に要する費用の中に支援料を含めて支
払うことで良いが、請求書などに支援料が含まれ
ていることがわかるようにし、算定に係る書類と
して保存する。

【歯科技工所ベースアップ支援料③】【歯科技工所ベースアップ支援料③】

（問）歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援
料による委託費の増額に伴う消費税の増額分につい
て、当該支援料を充当することとして差し支えない
か。

（答）差し支えない。

消費税分も歯科技工所ベースアップ支援料に充
当することが認められる。

【歯周病継続支援治療】【歯周病継続支援治療】

（問）「Ｉ０１１－２歯周病継続支援治療」の留意事項
通知（１）について、「２回目以降の歯周病検査の結
果、次のいずれかに該当する状態をいう」とある
が、当該歯周病検査とは、「Ｄ００２」に掲げるいず
れかの歯周病検査を行えばよいか。

（答）そのとおり。患者の年齢や歯周組織の状況など
に応じて「Ｄ００２」に掲げる歯周病検査のいずれか
の検査を実施すること。なお、乳歯が含まれる歯列
に対して本区分を算定する場合においても、永久歯
の歯数に応じて算定すること。

　　なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について
（その44）」（２０２０年11月24日事務連絡）別添２の
問１、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（２
０２０年３月31日事務連絡）別添２の問21および「疑
義解釈資料の送付について（その９）」（２０２０年５
月７日事務連絡）別添２の問６は廃止する。

ＳＰＴに入るための歯周病検査にＰ混検も含む
が、混合歯列期は永久歯の歯数に応じて算定する。

2 0 2 6 年度診療報酬改定情報2 0 2 6 年度診療報酬改定情報
６６月月１１日施行日施行疑義解釈疑義解釈

２０２６２０２６年年６６月月１１日算定開始分の施設基準の届出時期日算定開始分の施設基準の届出時期
６月１日から算定を開始するため、新設や再
届出が必要となる施設基準の届出は、５月７日
（木）～６月１日（月）（必着）の間に関東信越
厚生局（東京事務所）に届け出る必要がありま

す。届け出漏れのないようご注意ください。
なお、各種届出様式や注意事項は、関東信越
厚生局のホームページをご確認ください。
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協会の顧問弁護士と顧問税理士が回答いたします。 

（相続、賃借契約のトラブル、記帳や仕分け方法など何でもご相談ください） 
 

日日  時時：：５月１4日（木） 午後 2時～5時 

    （※５月は第２木曜日の開催です。） 

定定  員員：：６名（各３名。相談時間は 1人 1時間以内） 

場場  所所：：東京歯科保険医協会 会議室 

要要予予約約：：03－3205－2999（担当：経営管理部） 

※予約は、受付順とさせていただきます。 

 

無料相談
相談 

 

トトララブブルル対対策策はは早早めめのの対対応応ががポポイインントト  

 
法法律律相相談談、、経経営営＆＆税税務務相相談談  

むむ 

診療所等賃上げ支援事業および診療所等物価支援事業の交付要綱および、申請スケジュ
ールが公表されました。詳細は以下の通りです。診療所等賃上げ支援事業・診療所等物価
支援事業どちらも同じスケジュールです。東京都ホームページも併せてご覧ください。

医療機関等における
賃上げ・物価上昇支援事業について

診療所等賃上げ支援事業 診療所等物価支援事業
支給額

（歯科診療所） １５万円 １７万円

対象となる
医療機関等

・原則として、２０２６年３月１日時点でベー
スアップ評価料を届け出ていること。

・現在の制度でベースアップ評価料が届け出
られない医療機関については、26年度診療
報酬改定による見直し後、ベースアップ評
価料を届け出ることを誓約すること。

全ての医療機関

東京都ＨＰはこちらから

新人採用　試用期間中の注意点新人採用　試用期間中の注意点経営・税務相談

Ｑ＆Ａ　No.440

【Ａ１】　民法上は、雇い入れ後14日以上経過し
た場合、試用期間中であっても即時解雇はできま
せん。14日以内であったとしても、合理的な理由
がなく、社会通念上相当と認められない場合、解
雇は無効となります（労働契約法第16条）。ま
た、30日前に解雇予告をするか、30日分以上の賃
金（解雇予告手当）の支払いが必要です。なお、
「当院と合わない」という理由では法令上、客観
性・具体性に欠けると判断される可能性が高いで
す。具体的な解雇事由に対して、注意喚起をきち
んと行ったのかも問われます。できれば、一方的
に雇用関係を解消する解雇という形ではなく、そ
の前に当院の医院経営・方針などに適していない
旨を丁寧に説明して改善を求めるなど、労使双方
で話し合うことが重要です。それでも双方が合意
に至らず、試用期間の満了をもって、解雇を決断
する場合は、「解雇する日」「具体的理由」を明記

ＱＱ２２　試用期間中の従業員も、社会保険や労働　試用期間中の従業員も、社会保険や労働
保険に加入させなければならないのか。保険に加入させなければならないのか。

【Ａ２】　試用期間中であっても、労働契約が成
立していれば社会保険や労働保険に加入させる必
要があります。「試用期間だから加入させない」
という取り扱いは違法です。社会保険は一定の労
働時間・日数を満たす場合に加入義務が生じ、労
働保険（労災保険・雇用保険）も雇用（試用期間
含む）した時点で対象となるのが原則です。
　もし、未加入の場合には、遡って保険料の支払
いを求められるほか、指導や是正勧告の対象とな
る可能性もあります。手続きには一定の手間や費
用がかかりますが、法令遵守の観点からも適切に
対応することが事業主の責務です。

ＱＱ４４　　試用期間を延長することはできるのか。試用期間を延長することはできるのか。

ＱＱ１１　試用期間中の従業員の勤務状況が、どう　試用期間中の従業員の勤務状況が、どう
しても当院と合わない。試用期間中であしても当院と合わない。試用期間中であ
れば解雇しても問題ないか。れば解雇しても問題ないか。

ＱＱ３３　　試用期間中に年次有給休暇はあるのか。試用期間中に年次有給休暇はあるのか。

【Ａ４】試用期間の延長は、就業規則や雇用契約
書にあらかじめ定めがあり、かつ合理的な理由が
ある場合に限り認められます。単に「もう少し様
子を見たい」といった曖昧な理由だけでは、法令
上は不適切と判断される可能性があります。
　延長する場合には、勤務態度や能力面でどのよ
うな課題があるのかを具体的に示し、本人に改善
の機会を与えることが重要です。また、延長の期
間についても必要最小限に留めるべきとされてい
ます。
　トラブルを防ぐためにも、事前のルール整備
と、丁寧な説明・記録が重要です。

【Ａ３】年次有給休暇は、雇入日から６カ月以上
継続勤務し、かつ全労働日の８割以上出勤した場
合に付与されます。したがって、試用期間中も含
めた雇用期間等が付与要件を満たせば、年次有給
休暇は発生します。
　仮に、試用期間だけで６カ月を経過した場合で
も、その時点で年次有給休暇が付与されることに
なります。

した「解雇通知書」を作成します。例えば、試用
期間が３カ月の場合、最初の２カ月が経過した時
点で「解雇通知書」を渡し、１カ月後の試用期間満
了をもって解雇するという流れが考えられます。

２０２６年６月

改正に対応。

保険点数の

ルールブック
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   1 水	第1回経営管理部会
   2 木	「保険で良い歯科医療を」全

国連絡会世話人会
   3 金	第1回三役会議、第1回総務

会議
   7 火	第1回広報・ホームページ

部会	   
   9 木	第1回財政部会
10 金	第1回新点数説明会
13 月	第1回地域医療部会
14 火	第1回共済部会
15 水	第1回医事相談部会、休保

審査会（医科）

16 木	会員無料相談デー、第1
回（暫定）理事会

17 金	第1回政策委員会
20 月	監事打合せ
21 火	第1回社保・学術部会
22 水	第1回組織部会、第1回院内

感染防止対策講習会
23 木	未経験スタッフのための

講習会、国会行動、保団
連国会内集会

24 金	第2回（暫定）理事会
25 土	休保審査会（全国）
28 火	第2回財政部会

スケジュール
Jグランツ申請 書面申請

STEP１
WEB事前申込　５月14日(木)～６月10日(水)

※書面申請希望で、WEB環境がない場合は、賃上げ・物価上昇支援事業事務局にご連
絡ください。（コールセンター　０３－６８２０－６０３７）

STEP２
Jグランツ上での

交付申請兼実績報告
６月11日(木)～８月７日(金)

郵送での交付申請兼実績報告
６月11日(木) ～８月７日(金)（※当日消印有効）
郵送先：
〒160-0022　

東京都新宿区新宿４－１－22　新宿コムロ
BLD702号
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇
に対する支援金事務局宛

※交付申請兼実績報告書に印鑑証明書（個人事
業主は印鑑登録証明書）に登録している印鑑
での押印、および印鑑証明書（個人事業主は
印鑑登録証明書）の原本が必要。

STEP３ ７月以降、東京都より交付決定兼額の確定通知を送付。順次支援金を支給。

東京都補助金交付要綱
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２０２６年度
第１回（暫定）
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研究会・行事ご案内研究会・行事ご案内

４年の有効期限を直近で迎える方、
６月以降に新規で届出を行う方

日　時　第２回　５月20日（水）　午後１時～２時20分
　　　　第３回　６月24日（水）　同上　※予約開始日：  ６月１日
　　　　第４回　７月29日（水）　同上　※予約開始日：  ７月１日
　　　　第５回　８月26日（水）　同上　※予約開始日：  ８月１日
　　　　第６回　９月30日（水）　同上　※予約開始日：  ９月１日
　　　　第７回　10月28日（水）　同上　※予約開始日： 10月１日
講　師　濱﨑 啓吾 氏（東京歯科保険医協会 理事）
会　場　Web開催（＊３）
定　員　500名
対　象　会員本人のみ  ※代理出席は不可　
参加費　１，０００円
予　約　右のＱＲからお申し込みください。
担　当　社保・学術部

デンタルブック
ログイン

６月の診療報酬改定において、歯初診（初診料の注１に規定する施設
基準）の研修要件に「抗菌薬の適正使用」の内容が追加されました。そ
のため、６月以降に受講する研修は、「抗菌薬の適正使用」の内容が含
まれている必要があります。
　既に歯初診の研修を受講し、届出を済ませている方は、改めて受講す
る必要はありません。前回の受講から４年間は、歯初診の要件を満たし
ているとみなされます。そのため、直近の歯初診に関する研修の受講歴
をご自身でもご確認ください。
※当該研修は、抗菌薬の適正使用の内容も含んでいます。

第２回院内感染防止対策講習会第２回院内感染防止対策講習会

歯初診 ・外安全 １ ・ 外感染 ２ ・ 口管強 ・歯援診の歯初診 ・外安全 １ ・ 外感染 ２ ・ 口管強 ・歯援診の
施設基準を新たに届け出る方向け施設基準を新たに届け出る方向け

　この講習会は①５種類、②３種類の施設基準に必要な研修を１日で受講で
きる講習会です。
　医療法で定められている年２ 回の医療安全講習会にも対応しています。
★ 対象施設基準：歯初診、外安全１、外感染２、口管強、歯援診

【詳細】
日　時　８月９日（日）
①のコース　歯初診、外安全１、外感染２、口管強、歯援診…午後１時～６時30分
②のコース　歯初診、外安全１、外感染２　　　　　　　　…午後４時～６時30分

講　師　繁田 雅弘 氏（東京慈恵会医科大学精神医学講座 名誉教授）
　　　　坂下 英明 氏  （明海大学 名誉教授／朝日大学 客員教授／我孫子聖仁会病院 口腔外科センター長）
　　　　馬場 安彦 氏（東京歯科保険医協会 副会長）
　　　　森元 主税 氏（東京歯科保険医協会 理事）
会　場　ワイム貸会議室高田馬場４Ｆ（＊２）
定　員　100名
対　象　会員（新規に施設基準を届け出る医療機関）
参加費　①のコース　８，０００円（修了証代込）
　　　　②のコース　５，０００円（　　〃　　）
予　約　右のＱＲからお申し込みください。
担　当　社保・学術部

参加申込

＊＊１１　東京歯科保険医協会：新宿区高田馬場１－29－８ いちご高田馬場ビル６階　
交　通　ＪＲ山手線・西武新宿線「高田馬場駅」（戸山口）より徒歩３分
 　　　　東京メトロ東西線「高田馬場駅」（３番出口）より徒歩５分

＊＊２２　ワイム貸会議室高田馬場：新宿区高田馬場１－29－９ ＴＤビル （交通は上記「＊1」と同じ）
＊＊３３　Ｗｅｂ開催・配信はＺｏｏｍウェビナーを使用します。
＊＊４４　なかのＺＥＲＯ大ホール：中野区中野2－9－7 

交　通　ＪＲ中野駅南口から徒歩8分

第第１１回ドクター・スタッフ講習会回ドクター・スタッフ講習会
接遇講習会

日　時　７月15日（水）午後６時30分～８時30分
講　師　久保 佳世子 氏　（歯科接遇コンサルタント）
会　場　ワイム貸会議室高田馬場４Ｆ（＊２）
　　　　※会場のみの開催です。
定　員　80名
対　象　会員および会員の診療所に勤務するスタッフ
参加費　会員証１枚につき１人無料
　　　　同伴者１名につき１，０００円
予　約　右のＱＲからお申し込みください。
担　当　経営管理部

参加申込

スタッフの社会人としての自覚やマナーの欠如に、お困りではあり
ませんか。その多くは、「知らない」「教わっていない」ことが原因です。
特に、Ｚ世代と呼ばれるスタッフの教育に悩まれている先生は少な

くありません。
注意したくても、パワハラと受け取られないか―その不安は、今や

業界を問わず共通の悩みです。また、コスト意識の低さや権利ばかり
を主張する言動は、院長の立場では伝えにくいものです。
本講演では、職場はもちろん、プライベートにも活かせる「社会人

としてのマナー」をお伝えいたします。講習会参加に消極的なスタッ
フの方々にも関心を持っていただける内容です。
ご聴講いただく皆さまにとって、本講演が明日からの一助となれば

幸いです。（講師より）

久保 佳世子 氏

知らないと損をする！
職場でもプライベートでも大切にされる社会人マナー

知っておくべき・備えておくべき災害時の歯・口の健康
～東日本大震災被災地の歯科医からの提言～

日　時　７月26日（日）午後１時～午後３時
講　師　河瀬 聡一朗 氏（石巻市雄勝歯科診療所 所長他）
会　場　Web開催および協会会議室（＊１・３）
定　員　Web開催500名、協会会議室20名
対　象　どなたでもご参加いただけます。
参加費　無料
予　約　右のＱＲからお申し込みください。
担　当　「保険でよい歯を」東京連絡会事務局

　私は、大規模災害が発生した際、歯科医師として被災地に入ります。
しかし、「なぜ歯科医が」と疑問に思われる方も多いかもしれません。
私たち歯科医師は、「食」を支える医療従事者として重要な役割を担っ
ています。 災害時には、ストレスや水不足などが重なり、口腔内のト
ラブルが増加します。その結果、食事が十分にとれなくなり、栄養状態
や体力の低下を招き、最終的には命の危機につながることもあります。 
そこで今回は、これまでの被災地における歯科医療支援の経験を踏まえ、
災害現場の実情と、災害時における口の健康の重要性についてお話しし
ます。（講師より）

「保険でよい歯を」東京連絡会 市民講演会「保険でよい歯を」東京連絡会 市民講演会

河瀬 聡一朗 氏

第１回施設基準のための講習会

参加申込

分科会・ポスターセッション演題募集

日　時　10月11日（日）午後５時～８時30分
　　　　10月12日（月・祝）  午前９時～午後３時30分
　　　　（分科会・ポスターセッションは12日の午前中に開催されます）
会　場　都市センターホテル
　　　　東京都千代田区平河町２－４－１
　　　　※オンライン配信（ライブ）は行いません。　
主　催　全国保険医団体連合会
参加費　演題発表者には規定により費用の補助があります。
規　模　400人（予定）
予　約　お電話０３－３２０５－２９９９（担当：地域医療部）
　　　　にてお申込みください。
締め切り　６月30日（火）

募集要項の
詳細

　第 41 回医療研究フォーラムが 10 月 11 日（日）～ 12 日（月・祝）に、
東京都千代田区の都市センターホテルで開催されます。
　今回は６テーマの分科会・ポスターセッションの演題を募集いたし
ます。演題発表にご協力いただける先生は協会までご連絡ください。
詳細は、下記ＱＲから募集要項をご覧ください。

テーマ「人と人とを結ぶ地域の医療」

日　時　第１回　５月21日（木）午後２時～４時（受付：午後１時30分～）
　　　　第２回　５月28日（木）同上
講　師　松島 良次 氏（東京歯科保険医協会 理事）
　　　　塚本 佳子 氏（松島歯科医院 歯科衛生士）
会　場　なかのＺＥＲＯ大ホール（＊４）
定　員　第１回500名、第２回700名
対　象　会員の医療機関に勤務する歯科衛生士（１会員番号につき３名まで）
参加費　２，０００円
予　約　右のＱＲからお申し込みください。予約開始は５月８日（金）午前　
　　　　10時から。
備　考　申し込み受付後、会員登録のある医療機関に郵送にて受講票
　　　　（１人につき１枚）をお送りします。
担　当　社保・学術部

　今次診療報酬改定により、口腔機能実地指導料（46 点）が新設され
ました（「２０２６年改定の要点と解説」47 ページ参照）。本指導料を
算定するためには、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導
に係る研修を受けた歯科衛生士が配置されており、施設基準を届け出る
必要があります。本講習会は、当該施設基準を満たす内容で開催します。

第1・２回口腔機能実地指導料第1・２回口腔機能実地指導料
のための講習会のための講習会

第41回保団連医療研究フォーラム第41回保団連医療研究フォーラム

予約フォーム



昨
今
、
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
封
鎖

に
よ
る
原
油
輸
送
の
停
滞
を
背

景
に
、
原
油
由
来
の
さ
ま
ざ
ま

な
製
品
の
供
給
不
足
、
お
よ
び

値
上
が
り
が
生
じ
、
生
活
を
脅

か
し
て
い
ま
す
。
医
療
現
場
で

も
注
射
器
、
点
滴
バ
ッ
グ
、
医

療
用
ガ
ウ
ン
、
医
療
用
手
袋
な

ど
が
不
足
し
、
行
政
も
対
策
本

部
を
設
置
し
対
応
を
図
っ
て
い

ま
す
。

医
療
用
手
袋
に
関
し
て
は
、

一
部
で
通
常
量
を
大
幅
に
超
え

る
発
注
な
ど
に
よ
り
、
結
果
と

し
て
歯
科
医
療
機
関
を
は
じ
め

と
す
る
一
部
の
医
療
機
関
で
は

入
手
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
状

況
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

協
会
に
も
医
療
用
手
袋
な
ど

の
医
療
用
消
耗
品
が
入
手
困
難

と
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
診
療
に
欠
か
せ
な
い
資
材

で
あ
る
だ
け
に
、
会
員
の
先
生

方
の
不
安
は
当
然
の
も
の
で

す
。一

方
で
流
通
全
体
を
見
渡
す

と
、
医
療
材
料
の
供
給
が
全
面

的
に
停
止
し
て
い
る
状
況
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
定
の
流
通
ル

ー
ト
を
確
保
し
て
い
る
医
療
機

関
で
は
、
比
較
的
安
定
し
た
供

給
が
続
い
て
い
る
例
も
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

今
回
の
混
乱
は
、
メ
デ
ィ
ア

報
道
に
よ
る
不
安
の
高
ま
り

と
、
そ
れ
に
伴
う
一
部
ル
ー
ト

へ
の
需
要
集
中
が
重
な
り
、
供

給
の
偏
在
が
生
じ
て
い
る
側
面

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

政
府
は
、
医
療
用
手
袋
に
つ

い
て
備
蓄
水
準
を
超
え
る
余
剰

分
約
４
億
９
千
万
枚
の
う
ち
、

５
千
万
枚
を
５
月
下
旬
よ
り
Ｇ

―
Ｍ
Ｉ
Ｓ
（
医
療
機
関
等
情
報

支
援
シ
ス
テ
ム
）
を
活
用
し
て

放
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し

た
。
４
月
21
日
時
点
で
そ
れ
以

上
の
詳
細
は
ま
だ
不
明
な
た

め
、
ま
ず
は
Ｇ
―
Ｍ
Ｉ
Ｓ
に
登

録
を
し
て
い
る
か
、
ロ
グ
イ
ン

で
き
る
か
な
ど
を
事
前
に
確
認

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ま
た
、
会
員
の
先
生
方
に

は
、
冷
静
な
情
報
収
集
と
適
正

な
在
庫
管
理
に
努
め
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

必
要
な
材
料
の
確
保
に
あ
た
っ

て
、
ま
ず
は
日
頃
か
ら
取
引
の

あ
る
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
状
況
を
確

認
し
、
確
実
な
情
報
に
基
づ
い

て
ご
対
応
く
だ
さ
い
。
協
会
と

し
て
も
、
引
き
続
き
情
報
収
集

を
進
め
、
必
要
な
発
信
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

G-MIS
ログインページ

  
供
給
不
安
も

供
給
不
安
も

    
冷
静
な
対
応
を

冷
静
な
対
応
を

医医 療

材材資

（６）第６７４号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２６年（令和８年）５月１日 （第三種郵便物認可）

ホームページアドレス e-mailhttps:／／www.tokyo-sk.com／ info@tokyo-sk.com

◆制度の詳細は本紙折込チラシ（９・10面）をご覧ください

休業休業
保障制度保障制度

グループグループ
生命保険生命保険

保険医保険医
年金年金

医院の日常を守るクッションにー
“会員のため”の共済制度へご加入を 日常診療を守るクッションに　日常診療を守るクッションに　休業保障制度

先生の万が一に備えるクッションに先生の万が一に備えるクッションに

グループ生命保険
老後の生活を守るクッションに

保険医年金

予定利率予定利率１１.225.225％で％で
 安定した資産形成に 安定した資産形成に

保保
元本回復期間が短縮！！元本回復期間が短縮！！

➡元本回復までの期間が、元本回復までの期間が、
　月払　月払はは２２年年５５カ月、カ月、
一時払一時払はは１１年年２２カ月カ月になりましたになりました

春春のの募集キャンペーン 募集キャンペーン 55月月2525日まで！日まで！

グループルー
楽しみな配当金も！！楽しみな配当金も！！

➡１１年ごとに収支計算を行い、余剰金が生じ年ごとに収支計算を行い、余剰金が生じ
た場合、た場合、配当金を加入者に還元配当金を加入者に還元……
２０２４２０２４年度は保険料の年度は保険料の約 ％をお戻し！！をお戻し！！

共済制度に関するお問い合わせ先：０３-３２０５-２９９９（協会共済部宛）

掛金は加入時から上がらず！！若いうちに加入するのがオススメ

低廉な掛金で低廉な掛金で
最小500万円～最小500万円～
最大5,000万円の保障最大5,000万円の保障

過去の配当実績過去の配当実績
２０２０年度 約53％
２０２１年度 ０％
２０２２年度 約８％
２０２３年度 約17％
２０２４年度 約28％

➡掛金は加入時から掛金は加入時から変わりません。年齢が若いほど、掛金も変わりません。年齢が若いほど、掛金も
抑えられるため、早めに加入することがお勧めです。抑えられるため、早めに加入することがお勧めです。

１１口あたりの掛金（拠出金）口あたりの掛金（拠出金）
～29歳 2,500円
30歳～39歳 2,800円
40歳～49歳 3,000円
50歳 3,300円

51歳～54歳 3,300円
55歳～59歳 3,700円

43歳で43歳で３３口加入▶30日間休業した場合口加入▶30日間休業した場合月々の掛金月々の掛金

9,000 円 54 万円
72 万円

自宅療養自宅療養

入院療養入院療養

度度
済部宛

加入可能口数加入可能口数
月払

（1口1万円）
30口
（通算）

一時払
（1口50万円）

40口
（加入日ごとに）

既既にごにご加入中加入中のの先生先生もも増額増額・・増口増口のごのご検討検討をを

◆保険医休業保障共済保険
・２０２５年度（２０２５年４月１日～２０２６年３月31日）は、
延べ193件、１億8,383万8,000円を病気やケガで休業された
加入者に支給しました。

◆グループ生命保険
・２０２４年度（２０２４年12月１日～２０２５年11月30日）の死亡保険金は、
11件１億9,500万円をご遺族に支給しました。

◆第２休業保障制度
・２０２５年度（２０２５年４月１日～２０２６年３月31日）は、
28件、約608万円を病気やケガで休業された加入者に支給しました。

▶お問い合わせは共済部まで◀

共済各制度の支給実績
多くの加入者に保険金を支給、お役立ていただいています
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／
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／
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⑨
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会
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早
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美
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― 政策委員会―

東
京
歯
科
保
険
医
協
会
内
に

は
、
政
策
委
員
会
と
い
う
委
員

会
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

政
策
委
員
会
で
は
、
社
会
保

障
、
医
療
保
険
お
よ
び
歯
科
医

療
な
ど
に
関
す
る
情
勢
や
諸
問

題
に
つ
い
て
分
析
し
、
協
会
と

し
て
の
見
解
や
方
針
、
政
策
提

言
な
ど
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

長
年
に
わ
た
る
政
府
の
医
療

費
抑
制
策
の
た
め
、
歯
科
は
疲

弊
し
た
状
態
が
続
い
て
い
ま

す
。
人
件
費
、
歯
科
材
料
費
、

水
道
光
熱
費
、
委
託
技
工
料
や

外
注
費
の
高
騰
に
加
え
テ
ナ
ン

ト
料
も
高
騰
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
医
療
Ｄ
Ｘ
が
急
速
に
進
ん

だ
こ
と
に
よ
り
、
機
材
導
入
費

用
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
増
も

③
談
話
・
提
言

歯科保険医の立場から提言歯科保険医の立場から提言

①
調
査
・
研
究
活
動

会
員
に
対
し
て
、
５
年
ご
と

に
「
会
員
の
意
識
と
実
態
調

査
」
を
実
施
し
、
東
京
都
内
に

お
け
る
歯
科
保
険
医
の
リ
ア
ル

な
状
況
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
政
府
の
歯
科
医

療
政
策
に
つ
い
て
の
情
報
も
収

集
・
分
析
し
て
い
ま
す
。
過
去

に
は
、
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
に

医
療
保
険
制
度
視
察
団
を
派
遣

す
る
な
ど
し
て
、
歯
科
医
療
政

策
の
在
り
方
な
ど
を
研
究
し
ま

し
た
。

②
行
政
へ
の
要
請

調
査
お
よ
び
提
言
に
ま
と
め

た
内
容
を
基
に
、
行
政
や
自
治

体
に
要
望
も
行
っ
て
い
ま
す
。

東
京
都
に
対
し
て
は
、
毎
年
、

次
年
度
の
予
算
要
請
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

２
０
２
５
年
度
は
、
歯
科
医

院
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
し
て
の

実
効
性
あ
る
支
援
や
、
小
中
学

校
の
養
護
教
諭
の
方
々
か
ら
の

声
を
基
に
、
食
後
の
歯
磨
き
が

④
政
策
学
習
会

経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
原
因
の

一
つ
で
す
。
歯
科
医
療
機
関
は

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
経
営
環
境

の
中
で
、
歯
科
医
療
水
準
を
保

ち
、
ス
タ
ッ
フ
の
雇
用
・
定
着

の
た
め
、
賃
上
げ
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

こ
う
し
た
歯
科
保
険
医
の
置

か
れ
て
い
る
現
状
を
調
査
・
分

析
し
、
改
善
に
生
か
し
て
い
く

こ
と
も
政
策
委
員
会
の
重
要
な

活
動
で
す
。

き
ち
ん
と
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
水
道
蛇
口
の
増
設
、
子

ど
も
医
療
費
や
妊
婦
の
歯
科
健

診
・
治
療
の
無
償
化
な
ど
を
要

望
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
都
議
会
各
会
派
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
も
参
加
し
、
歯

科
医
療
に
お
け
る
問
題
解
決
へ

の
理
解
と
協
力
を
要
請
し
て
き

ま
し
た
。

政策委員会の
活動はこちら

重
要
な
課
題
に
対
し
て
は
、

協
会
の
考
え
な
ど
を
政
策
委
員

長
談
話
に
ま
と
め
、
会
内
外
に

向
け
発
表
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
東
京
の
歯
科
保
険
医
の
立

場
か
ら
、
歯
科
医
療
政
策
に
関

す
る
提
言
を
ま
と
め
、
発
表
も

し
て
き
ま
し
た
（「
21
世
紀
に

ふ
さ
わ
し
い
歯
科
改
革
提
言

（
２
０
１
０
年
、
２
０
１
９
年

改
定
版
）」・「
医
療
と
介
護
に

お
け
る
歯
科
に
関
す
る
提

言
」（
２
０
１
１
年
））。

理
事
・
部
員
を
一
堂
に
会

し
、
歯
科
医
療
政
策
を
中
心

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
学
習
会

を
実
施
し
、
問
題
解
決
に
向
け

た
議
論
を
深
め
、
意
思
統
一
を

図
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
提
言
は
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
、
ご
一
読

を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
協
会

の
諸
活
動
に
ご
理
解
・
ご
協
力

を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願

い
し
ま
す
。



る
な
ど
、
シ
ン
プ
ル
な
仕
組
み

に
し
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
た
。

◆「
新
点
数
説
明
会
は
分
か
り

　
や
す
い
」長
年
参
加
の
会
員
も

熊
谷
秀
彦
氏
（
練
馬
区
開

業
）
は
、「
新
点
数
説
明
会
は

分
か
り
や
す
く
、
感
謝
し
て
い

る
」
と
長
年
足
を
運
ん
で
い
る

と
い
う
。
一
方
で
「
分
か
り
や

す
い
診
療
報
酬
改
定
に
し
て
ほ

し
い
」
と
複
雑
化
す
る
改
定
に

言
及
し
た
。
ま
た
、
歯
科
医
療

に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展

に
「
つ
い
て
い
く
の
が
大
変
」

と
し
、「
協
会
が
生
命
線
。
手

取
り
足
取
り
教
え
て
も
ら
っ
て

い
る
」
と
続
け
た
。

改
定
率
が
実
質
０
・
31
％
に

「
厳
し
い
」
と
評
価
し
た
の

は
、
伊
藤
実
氏
（
足
立
区
開

業
）。
毎
月
の
よ
う
に
材
料

診
療
報
酬
改
定
の
度
に
行
わ

れ
、
協
会
の
名
物
行
事
で
も
あ

る
新
点
数
説
明
会
。
第
１
回
新

点
数
説
明
会
は
降
雨
に
見
舞
わ

れ
た
も
の
の
、
会
場
に
は
約
１

千
300
人
も
の
会
員
、
ス
タ
ッ
フ

ら
が
足
を
運
び
、
解
説
に
耳
を

傾
け
た
。
今
次
改
定
を
受
け
て

会
員
は
何
を
思
う
の
か
、
新
点

数
説
明
会
に
何
を
望
む
の
か
―

会
場
で
聞
い
た
。

◆
改
定
の
懸
念
、
医
療
物
資

　
不
足
へ
の
不
安
…

ま
ず
話
を
聞
い
た
の
は
、
複

数
の
歯
科
医
院
を
展
開
す
る
法

人
で
代
表
を
務
め
る
立
石
登
氏

（
調
布
市
開
業
）。
今
回
の
診

療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
省
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
っ
て

い
る
と
し
て
「
意
図
は
理
解
で

き
る
」
と
語
っ
た
。
一
方
、
訪

問
歯
科
衛
生
指
導
料
の
見
直
し

に
つ
い
て
は
、
歯
科
衛
生
士
一

人
あ
た
り
１
日
15
人
ま
で
の
算

定
制
限
が
設
け
ら
れ
た
こ
と

で
、「
訪
問
診
療
に
真
摯
に
取

り
組
ん
で
き
た
現
場
に
と
っ
て

は
や
り
づ
ら
い
」
と
懸
念
を
示

し
、「
大
規
模
な
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
へ
訪
問
し
て
い
る
医

療
機
関
に
は
影
響
が
大
き

い
」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、

「
協
会
な
ど
が
意
見
を
出
せ
る

公
の
議
論
の
場
が
必
要
」
と

し
、「
社
会
保
障
費
を
抑
制
す

る
流
れ
を
感
じ
る
が
、
医
療
費

抑
制
に
つ
な
が
る
歯
科
診
療
の

価
値
を
最
も
理
解
し
て
い
る
の

は
現
場
だ
」
と
、
現
場
の
声
が

よ
り
一
層
、
診
療
報
酬
改
定
に

反
映
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。

歯
科
用
麻
酔
薬
や
資
材
の
供

給
不
足
に
危
機
感
を
示
し
た
の

は
、
櫛
山
典
之
氏
（
八
王
子
市

開
業
）。「
不
足
す
れ
ば
休
診
や

診
療
縮
小
も
あ
り
得
る
。
グ
ロ

ー
ブ
の
納
品
も
遅
れ
て
い

る
」
と
不
安
を
語
っ
た
。
会
員

の
関
心
も
高
い
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

評
価
料
に
つ
い
て
も
「
不
明
点

が
多
い
。
毎
年
春
に
は
昇
給
は

し
て
い
る
が
…
」
と
し
、
施
設

基
準
の
届
出
に
は
至
っ
て
い
な

い
と
い
う
。
さ
ら
に
、「
全
体

的
に
算
定
基
準
が
複
雑
化
し
て

い
る
」
と
し
、「
基
本
点
数
を

軸
に
物
価
に
応
じ
て
引
き
上
げ

協
会
が
「
生
命
線
」

協
会
が
「
生
命
線
」 

会
場
で
聞
い
た
〝

会
場
で
聞
い
た
〝

声声
〟〟

新点数説明会新点数説明会
レポートレポート

立石 登 氏

熊谷 秀彦 氏

費
、
消
耗
品
費
が
値
上
が
り
し

中
東
情
勢
も
相
ま
っ
て
「
こ
の

ペ
ー
ス
で
は
利
益
が
出
な

い
。
さ
ら
に
自
費
を
増
や
さ
ざ

る
を
得
な
い
」「
根
管
治
療
の

点
数
も
低
す
ぎ
る
」
と
訴
え

た
。
そ
の
上
で
「
口
腔
の
健
康

が
、
健
康
寿
命
や
全
身
疾
患
に

大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は

多
く
の
論
文
で
示
さ
れ
て
い
る

は
ず
」
と
歯
科
医
療
自
体
の
正

当
な
評
価
を
求
め
た
。

同
じ
歯
科
医
師
で
あ
り
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
持
つ

会
員
が
集
っ
た
新
点
数
説
明

会
。
６
月
１
日
の
診
療
報
酬
改

定
施
行
ま
で
に
第
２
回
（
５
月

21
日
㈭
）、
第
３
回
（
５
月
27

日
㈬
）
と
続
く
。
新
た
な
診
療

報
酬
の
理
解
を
深
め
る
べ
く
、

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
い
き
た
い
。

櫛山 典之 氏

我
々
歯
科
医
師
に
と
っ
て
重

要
な
２
０
２
６
年
度
診
療
報
酬

改
定
の
６
月
施
行
直
前
の
時
期

に
差
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
協

会
に
は
歯
科
外
来
・
在
宅
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
以
下
、
評

価
料
）
と
歯
科
技
工
所
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
支
援
料
（
以
下
、
支
援

料
）
に
関
す
る
会
員
の
先
生
方

か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
数
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う

ち
評
価
料
に
つ
い
て
は
、
24
年

４
月
11
日
付
の
理
事
会
声
明

で
、「
継
続
性
が
担
保
さ
れ
な

い
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
料
」
と
し
、

評
価
料
が
内
包
す
る
問
題
点
を

浮
き
彫
り
に
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
現
在
に
至
る
ま
で
理
事
会

な
ど
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

出
て
お
り
、
議
論
が
続
い
て
い

ま
す
。
評
価
料
に
は
、
そ
の
く

ら
い
慎
重
な
対
応
、
判
断
が
必

要
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、全
て
の
会
員
の
先
生
に

と
っ
て
、
届
出
の
手
続
き
の
ハ

ー
ド
ル
が
低
い
と
は
い
え
な
い

た
め
、
手
続
き
な
ど
の
流
れ
を

分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
動
画

を
作
成
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

一
方
、
支
援
料
は
、
歯
科
技

工
所
と
連
携
し
た
上
で
施
設

基
準
の
届
出
が
必
要
で
あ
り
、

算
定
し
た
点
数
は
全
て
歯
科
技

工
所
へ
の
委
託
費
の
増
額
に
充

て
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ

し
て
毎
年
８
月
に
必
ず
関
東
信

越
厚
生
局
に
実
績
報
告
書
の
提

出
が
必
要
な
ど
「
面
倒
な
割

に
、
医
療
機
関
側
の
収
入
に
な

ら
な
い
か
ら
や
め
て
お
こ
う
」

と
考
え
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
歯
科
技
工
所
の

経
営
状
態
、
処
遇
改
善
、
担
い

手
の
減
少
な
ど
多
く
の
問
題
を

抱
え
る
我
々
の
仲
間
に
対
し
、

協
会
と
し
て
可
能
な
限
り
協
力

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
先
生
方
に
支
援
料

を
算
定
、
対
応
し
て
い
た
だ
く

方
向
で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

確
か
に
、
評
価
料
や
支
援
料

を
診
療
報
酬
の
評
価
で
行
う
こ

と
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
我
々
は
日
々
の
歯

科
診
療
が
中
心
な
の
に
、
細
か

く
煩
雑
な
仕
事
が
増
え
、
多
く

の
労
力
と
時
間
を
奪
わ
れ
る
こ

と
に
対
し
て
、
憤
り
す
ら
感
じ

る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
今
般
の
社
会
情
勢
な

ら
び
に
他
業
種
の
賃
上
げ
状
況

か
ら
み
て
、
歯
科
医
療
に
携
わ

る
方
々
の
賃
上
げ
は
避
け
ら
れ

な
い
状
況
で
す
。
歯
科
医
院
に

勤
め
る
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
助

手
、
受
付
ほ
か
ス
タ
ッ
フ
の
方

々
、
ま
た
歯
科
技
工
を
担
っ
て

い
る
歯
科
技
工
士
の
た
め
、
評

価
料
、
支
援
料
を
ど
う
し
よ
う

か
迷
っ
て
い
る
会
員
の
先
生
方

に
は
、
十
分
に
検
討
し
て
い
た

だ
く
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

坪田 有史
（副会長／文京区）

評価料と支援料の

届出にあたって

８面からつづく　ベースアップ評価料のポイント②

伊藤 実 氏

（７） 第６７４号 ２０２６年（令和８年）５月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

FAQ（疑義解釈通知の内容含む）

Q．歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定しようと考えているが、当院はアルバイトのQ．歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定しようと考えているが、当院はアルバイトの
歯科衛生士と歯科助手しかいないので算定できるのか。また、歯科外来・在宅ベースアッ歯科衛生士と歯科助手しかいないので算定できるのか。また、歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料実績報告時には、「常勤換算」を計算し、プ評価料実績報告時には、「常勤換算」を計算し、１１カ月当たりの基本給等の総額で賃金改カ月当たりの基本給等の総額で賃金改
善状況を比較するとのことだが、シフト制であり固定できないがどうしたらよいか。善状況を比較するとのことだが、シフト制であり固定できないがどうしたらよいか。

A.歯科外来・在宅ベースアップ評価料は雇用形態ではなく、対象職種に該当するかどうかで
考えるため、アルバイトの職員しかいなくても算定できます。また、「常勤換算」は常勤の
従業員の所定労働時間で対象者の所定労働時間を割ることで算出しますが、アルバイト
の従業員はシフト制なので、年度の平均的な勤務日数を計算し、比較していただく必要
があります。

Q.歯科外来・在宅ベースアップ評価料はQ.歯科外来・在宅ベースアップ評価料は２０２６２０２６年度の賃上げ目標が3.2%とされている年度の賃上げ目標が3.2%とされている
が、評価料を全て充当しても目標を達成できない場合は、持ち出しで賃上げをしなけれが、評価料を全て充当しても目標を達成できない場合は、持ち出しで賃上げをしなけれ
ばいけないのか。ばいけないのか。

A.歯科外来・在宅ベースアップ評価料の算定分を全て充当していれば、賃上げ目標が達成で
きなくても問題ないため、持ち出しをして目標を達成する必要はありません。

ベースアップ評価料（ベースアップを行うこと）…
 その問題点（経営リスク）とは？

ベースアップ（基本給等の引き上げ）を行うと、労働契約法の９条および 10条により、
その後は簡単に引き下げ（労働条件変更）を行うことができなくなります。

　労働条件を変更する場合には労働者の合意が必要です。就業規則がない診療所などは、個別
で説明を行い、十分な理解を得た上で、書面同意などを得ることが望ましいとされています。
また、変更後の労働条件通知書（労働契約書）を改めて交付する必要があります。
　その他に、ベースアップ評価料を別途「ベースアップ手当」などで支払いをしていて、「将来
的にベースアップ評価料がなくなった時には『ベースアップ手当』をなくすつもりだが問題な
いか」という問い合わせがありますが、ベースアップ評価料は基本給などの毎月支払うことが
決まっている範囲に充当することが原則のため、算定上の問題があります。また、当初「ベース
アップ手当」として支払うことが決まった際に、将来的にベースアップ評価料がなくなった際は
手当を支払わなくなることを労働者側と書面同意などをしているかについても確認が必要です。
　ベースアップ評価料の問題はさまざまありますが、労働契約上の問題が各医療機関の先生方
のベースアップ評価料の理解の妨げになってしまっていることが考えられます。仮にベースアッ
プ評価料の算定を行わなくても、医療機関の開設管理者は事業主であり、労働契約法などの労
務について理解しておく必要があります。労務を学ぶために書籍 「医院経営と雇用管理－2025

年版－」（右のQRから申込可）をご活用ください。
▼ご注文はこちらから
（会員は１冊まで無料）
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会員の不安、疑問点は…
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永続的なもので
なければ届出は
できない…
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これ以上賃上げすれば
経営に問題が生じる



Q．ベースアップ評価料が導入されて
以降、現場は処遇改善を実感してい
ますか？
ベースアップ評価料に関して、本会

では２０２５年初頭に歯科衛生士を対
象としたアンケート結果*を公表し
ました。結果からは「現場で処遇改善
を実感している」とは言い切れず、む
しろ実感できていない方が多いこと
が明確になりました。ただし、満足し
ている人も一定数いるという点も事
実で、現場の受け止め方は二極化して
います。また、そもそも制度を知らな
い歯科衛生士もおり、制度は動いてい
ますが、現場の体感としてはアンケー
ト実施時点では届いていないと考え
ます。
なお、本会としては、毎年「診療報

酬研修会」を開催しており、歯科衛生
士が自身の関わる保険点数とその流
れを正しく理解するよう尽力してい
ます。

Q．ベースアップ評価料の届出、未届
出は、歯科衛生士が就職先の歯科医
院を選ぶ際のポイントになり得るも
のでしょうか。
届出をされている医院は「制度を理

解し、スタッフに還元しようとする姿
勢がある」と考えられ、届出状況は、就
職先を選ぶ際の判断材料になり得ま
すが、制度自体を理解していない（知
らない）歯科衛生士もいるので、全て
ではありません。また、届出の有無だ
けでなく、給与への反映の透明性と説
明を求める方もいます。
ベースアップ評価料は、私たち医療

スタッフの処遇改善が社会的に必要
だと認められた証拠だと考えます。ス
タッフとして、より良い職場づくりを
院長先生方と一緒に考えるきっかけ
にしたいです。また、算定されない背
景には、申請手続きが複雑であること
が一因であると伺っております。申請
の流れをより簡素化できるよう、要望
書提出なども院長先生方と考えたい
と思います。

Q．26年度改定では、口腔機能実地指
導料など、歯科衛生士の診療の補助
業務が拡充、評価されましたが、貴会
ではどのように受け止めていますか。
26年度改定で口腔機能実地指導

料など、歯科衛生士が日々取り組んで
いる専門的な指導が制度として明確
に位置づけられ業務が評価されたこ

とは、大きな励みです。
また、職能団体主催の研修会が施

設基準研修として認められたことも
意義深い前進です。この流れを会員拡
大にもつなげ、より多くの歯科衛生士
が学び続けられる環境づくりに取り
組んでいきたいと考えています。

Q．歯科衛生士不足は喫緊の課題です
が、歯科衛生士の視点で〝働きやすい、
長続きする就労環境〟とはどのような
ものでしょうか。
１）適正な評価と処遇
基本給の底上げや、ベースアップ評

価料の適切な反映など、専門職として
の責任と負担に見合った処遇が確保
されていることが、現場の歯科衛生士
から求められています。
２）人員配置と働き方
適切なスタッフの人員配置、休暇

の取りやすさ、時間外労働の削減な
ど、持続可能な働き方ができる体制が
求められています。本会では復職支
援・離職防止研修会や職業紹介サイ
ト(無料)を運営し、人材確保に尽力
しています。
３）成長につながる要因
学びを支援する制度、教育に前向

きな人、専門職として尊重される関
係、専門性を発揮できる業務などが整
備されている環境は、離職防止に大き
く関係します。
卒業後も継続的に学び、専門知識・

技術を高めるための研修・認定制度で
ある日本歯科衛生士会生涯研修制度
や主催研修会などで本会も支援して
います。
*＝「処遇改善に関する緊急アンケ
ート」／実施期間 24年11月10日
～12月23日、回答総数585）

東京都歯科衛生士会に聞く

ベア評価料導入後、
処遇改善の実感は？

藤山 美里 会長藤山 美里 会長

（ 8）第６７４号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２６年（令和８年）５月１日 （第三種郵便物認可）

ホームページアドレス e-mailhttps:／／www.tokyo-sk.com／ info@tokyo-sk.com

　　　　　　　　　　　  　のポイント②
　本紙　本紙４４月号に続き、今回は歯科外来・在宅ベ月号に続き、今回は歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料のFAQや注ースアップ評価料のFAQや注５５の施設基準のの施設基準の
確認フローチャート、問題点などを解説しま確認フローチャート、問題点などを解説しま
す。FAQに関しては協会に寄せられる質問や、す。FAQに関しては協会に寄せられる質問や、
疑義解釈通知の内容を反映したものです。疑義解釈通知の内容を反映したものです。
　届出様式の記載方法や提出方法などは動画　届出様式の記載方法や提出方法などは動画
を作成中です。完成次第、デンタルブックのメを作成中です。完成次第、デンタルブックのメ
ールニュースでお知らせしますのでお待ちくールニュースでお知らせしますのでお待ちく
ださい。実績報告の方法を解説した動画もださい。実績報告の方法を解説した動画も８８
月前後に作成予定です。月前後に作成予定です。

ベースアップ
 評価料　　　　　　　　　　　  　

２２２２２２６６６６６６
年年年年年年度度度診診診療療療報報報酬酬酬酬酬酬改改改改改改定定定

新
※本紙面は４月24日時点の情報によるものです。

届出期限に注意を！

「賃上げ（定期昇給を含む）」と「ベースアップ」の違いとは

注意
歯科外来・在宅ベース
アップ評価料（Ⅰ）を
2026年6月以降も継

続して算定する場合は、2026年5
月7日から6月1日（必着）の間に、
あらためて施設基準の届出が必要
です！算定する場合は忘れず届出
を行いましょう！届出方法は動画
で解説しますので、公開までしば
らくお待ちください。
※動画公開はデンタルブックメー
ルニュースでお知らせします。

　ベースアップ評価料は、　ベースアップ評価料は、２０２６２０２６年度診療報酬改定で見直しが行われ、さ年度診療報酬改定で見直しが行われ、さ
らに歯科技工士の賃上げを目的とした歯科技工所ベースアップ支援料がらに歯科技工士の賃上げを目的とした歯科技工所ベースアップ支援料が
新設された。これらの診療報酬において、処遇改善の新設された。これらの診療報酬において、処遇改善の““対象対象””となる医療従となる医療従
事者は現場で何を感じているのか―東京都歯科衛生士会、東京都歯科技工事者は現場で何を感じているのか―東京都歯科衛生士会、東京都歯科技工
士会に取材した。今号では東京都歯科衛生士会の藤山美里会長にお話を伺士会に取材した。今号では東京都歯科衛生士会の藤山美里会長にお話を伺
った（東京都歯科技工士会の取材記事は本紙った（東京都歯科技工士会の取材記事は本紙６６月号掲載予定）。月号掲載予定）。

公益社団法人東京都歯科衛生士会
 「診療報酬研修会」 のお知らせ

　26年度診療報酬改定の重要ポイントを中心
に、歯科衛生士業務に直結する算定要件の見直
しや実務で注意すべき点について、メディキャ
リーの小島香織先生に詳しくご講演い
ただきます。なお、今研修会は口腔機
能実地指導料の施設基準の研修会には
該当しませんのでご注意ください。

日時：5月 21日（木）午後７時～９時
会場：①東京都歯科衛生士会 会議室

（文京区本郷2-21-3-2階 青木ビル）
②オンライン（Zoomウェビナー）

講師：小島 香織 氏（メディキャリー代表）
受講料：4,400 円

（東京歯科保険医協会会員のご紹介の場合）
お問い合わせ先：03-5689-4311

（東京都歯科衛生士会）
（この案内は東京都歯科衛生士会からの依頼により掲載して

います）
申込フォーム

▼動画はデンタル
ブック上で公開。未
登録の方は先に登
録をお願いします。

coming soon...coming soon...

▶

一般的に、一般的に、 賃上げ　とは、定期昇給を含んだ賃金の改善のことを指します。とは、定期昇給を含んだ賃金の改善のことを指します。
ベースアップ とは、賃金表の改定により、同じ年齢・職位の者の給与が前年度より引きとは、賃金表の改定により、同じ年齢・職位の者の給与が前年度より引き
上がることを意味します。年齢や勤続年数が増加したことによる給与の引き上げ（定上がることを意味します。年齢や勤続年数が増加したことによる給与の引き上げ（定
期昇給）は、ベースアップに含まれません。期昇給）は、ベースアップに含まれません。

賃金表がない場合

ベースアップの考え方（賃金表がある場合）

「ベースアップ（ベア）」とは、賃金表の改定等により賃金水準を引き上げることをいう。

号棒
職務の級

１級 ２級 ３級
１ ～ 250,000円 270,000円

２ ～ 252,000円 272,000円

３ ～ 254,000円 274,000円

４ ～ 256,000円 276,000円

… … … …

号棒
職務の級

１級 ２級 ３級
１ ～ 260,000円 280,000円

２ ～ 262,000円 282,000円

３ ～ 264,000円 284,000円

４ ～ 266,000円 286,000円

… …

賃金表内の金額を引
き上げることが、
ベースアップに該当ベースアップに該当

ベース
アップ

級

◎◎ベースアップの一例ベースアップの一例

2026年度 翌 2027年度

賃
金
表

賃
金
表

賃金表がない医療機関の場合は、給与規定の雇用契約に定める基本給等について、引き上げを行う。

号棒
職務の級

１級 ２級 ３級 ４級
１ ～ 250,000円 270,000円 〇〇〇,〇〇〇円

２ ～ 252,000円 272,000円 〇〇〇,〇〇〇円

３ ～ 254,000円 274,000円 〇〇〇,〇〇〇円

４ ～ 256,000円 276,000円 〇〇〇,〇〇〇円

… … … … …

賃金表内での職員
の給与の変動は、
定期昇給に該当
し、ベースアップ
に該当しない

××ベースアップではないベースアップではない

賃
金
表

賃
金
表

＜＜２０２６２０２６年度版年度版＞ベースアップ評価料（Ⅰ）の該当基準＞ベースアップ評価料（Ⅰ）の該当基準

２０２６年度診療報酬改定後の

歯科外来 ・ 在宅ベースアップ評

価料 （Ⅰ） の算定開始月算定開始月と

２０２４年３月時点２０２４年３月時点を比較し、 対

象職員に 5.5％ （事務職員につ

いては 8％） 以上のベア等を実

施している （予定している） ※１

はい
歯科外来・ 在宅

ベースアップ評価料 （Ⅰ） の

注５注５** に該当
（届出書（別添２）と様式 95 のみ提出） 

歯科外来 ・ 在宅

ベースアップ評価料 （Ⅰ） の

注５注５に該当
（届出書（別添２）と様式95と様式98を提出） 

歯科外来 ・ 在宅

ベースアップ評価料 （Ⅰ） のみ該当

（届出書（別添２）と様式 95 のみ提出） 

◎注 5 には非該当◎注 5 には非該当

※１ 2027年度は追加で3.2%（事務職員は
5.7%）のベア等を実施する必要あり

いいえ

いいえ

はい

以降は７面につづく

フローチャートで確認！

２０２６年３月31日までに

歯科外来 ・ 在宅

ベースアップ評価料（Ⅰ）の

算定実績算定実績がある

*＝注*＝注５５とは「とは「継続的継続的にに賃上賃上げをげを行行っているっている保険医療機関保険医療機関」を」を
指す。詳細は本紙指す。詳細は本紙４４月号12面参照（右のQR）。月号12面参照（右のQR）。

アンケート結果アンケート結果
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